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 山口県看護職員確保対策事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山口県看護職員確保対策事業費補助金（以下「補助金」という。） 

の交付について、山口県補助金等交付規則（平成18年山口県規則第138号。以下｢規則｣

という。）及び医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金

の運営について 

         医政発第0912第５号厚生労働省医政局長 

（平成26年９月12日老発第0912第１号厚生労働省老健局長 通知）別紙地域医療介護総 

         保発第0912第２号厚生労働省保険局長  

合確保基金管理運営要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、医療の高度化・専門化の進展、在宅療養者の増加等により変化す

る県民の医療ニーズに対応して、引き続き良質で適切な保健・医療サービスを提供して

いくために、資質の高い看護職員を確保し、県民への医療サービスの向上を図ることを

目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる事

業とする。 

(1) 看護師等養成所運営事業 

次に掲げる者が行う保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号｡）に基づき指定

を受けた看護職員の学校又は養成所（以下「看護師等養成所」という｡）の運営事業｡ 

ア 社会福祉法人（ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会は除く。） 

イ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 

ウ 健康保険組合及び健康保険組合連合会 

エ 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 

オ 学校法人及び準学校法人 

カ 医療法人  

キ 一般社団法人及び一般財団法人 

ク 独立行政法人国立病院機構 

ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条に規定する学校は除く。また、上

記のうちカ及びキについては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同

法第134条の規定による「各種学校」の認可を受けている看護師等養成所(ただし、助

産師養成所及び看護師養成所２年課程（通信制）にあってはこの限りではない。）に

限る。 

(2) 新人看護職員研修事業 

「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、看護師等の人材確保の促進に

関する法律（平成４年法律第86号）第２条第２項に規定する病院等（ただし、独立行

政法人国立高度専門医療研究センターを除く。）が実施する新人看護職員研修事業。 
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(3) 病院内保育所運営事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、日本赤十字社、社会福祉法人

恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、

独立行政法人国立病院機構、国立大学法人（以下「公的団体」という。）、国民健康

保険団体連合会及び国民健康保険組合、私立学校職員共済組合、農林漁業団体職員共

済組合、健康保険組合及び健康保険組合連合会、社会福祉法人（ただし、社会福祉法

人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。）、一般社団法人及

び一般財団法人、独立行政法人地域医療機能推進機構（以下｢民間事業者｣という。）

が実施する病院内保育所運営事業。ただし、12ヵ月運営をしないものは除く。 

(4) 看護職員確保定着施設整備事業 

ア 看護師等養成所施設整備事業 

「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する看

護師等養成所施設整備事業。 

(ｱ) 医療法人 

(ｲ) 社会福祉法人 

(ｳ) 学校法人及び準学校法人 

(ｴ) 一般社団法人及び一般財団法人 

(ｵ) 健康保険組合及び健康保険組合連合会 

(ｶ) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 

  ただし、本事業を実施できる者は、公的団体を除く者に限る。また、(ｱ)及び(ｴ)に

ついては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法第134条の規定に

よる「各種学校」の認可を受けることができる看護師等養成所（ただし、助産師養

成所及び看護師養成所２年課程(通信制)にあってはこの限りではない。）に限る。 

イ 看護師勤務環境改善施設整備事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、医療法第７条の規定に基づ

き許可を受けた病院及び診療所、又は同法第８条の規定に基づき届出をした診療所

の開設者が実施する看護師勤務環境改善施設整備事業。ただし、本事業を実施でき

る者は、公的団体、市町及び地方独立行政法人を除く者に限る。 

ウ 病院内保育所施設整備事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づく病院内保育所施設整備事業。

ただし、本事業を実施できる者は、市町及び地方独立行政法人を除く者に限る。 

エ 看護師寄宿舎施設整備事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づく看護師寄宿舎施設整備事業。 

 ただし、本事業を実施できる者は、公的団体、市町及び地方独立行政法人を除く者

に限る。 

(5) 認定看護師課程派遣助成事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する認定

看護師課程派遣助成事業。 

ア 医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院等の開設者 

イ 介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所の開設者 

(6) 特定行為研修派遣助成事業 

「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する特定
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行為研修派遣助成事業。 

ア 医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院等の開設者 

イ 介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所の開設者 

(7) 看護教員養成講習会事業 

「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する看護

教員養成講習会事業。 

ア 社会福祉法人（ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会は除く。） 

イ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 

ウ 健康保険組合及び健康保険組合連合会 

エ 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 

オ 学校法人及び準学校法人 

カ 医療法人  

キ 一般社団法人及び一般財団法人 

ク 独立行政法人国立病院機構 

   ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条に規定する学校は除く。また、上

記のうちカ及びキについては、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同

法第134条の規定による「各種学校」の認可を受けている看護師等養成所。(ただし、

助産師養成所及び看護師養成所２年課程（通信制）にあってはこの限りではない。）

に限る。 

(8) 中小病院等看護職員確保支援事業 

「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する中小

病院等看護職員確保支援事業。 

ア 医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病床数200床未満の病院の開設者 

イ 介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所の開設者 

(9)  専門看護師課程派遣助成事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、次に掲げる者が実施する専門

看護師課程派遣助成事業。 

 ア 医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院等の開設者 

 イ 介護保険法に基づく指定訪問看護事業を行う事業所の開設者 

(10)  実習指導者確保支援事業 

  「山口県看護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、医療法第７条の規定に基づき

許可を受けた病院の開設者が実施する実習指導者確保支援事業。 

 

（補助金の対象除外） 

第４条 施設整備事業に係る補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としない

ものとする。 

 (1) 土地の取得又は整地に要する費用 

  (2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

  (3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用 

  (4) 既存建物の買収に要する費用 

  (5) その他の整備費として適当と認められない費用 
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 （交付額の算定方法） 

第５条 この補助金は、事業計画に記載された看護職員確保対策に要する経費に充てるた

め、県予算の範囲内で交付するものとし、その交付額は次により算定するものとする。 

ただし、細事業ごとに算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には､これを切

り捨てるものとする。 

(1) 看護師等養成所運営事業 

ア 別表１の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較し

て少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比

較して少ない方の額を交付額とする。なお、総事業費及び寄付金その他の収入額

は、平成11年６月16日看第26号厚生省健康政策局看護課長通知「看護婦等養成所

運営費補助金の算出方法について」に基づき算出する。 

(2) 新人看護職員研修事業 

ア 別表３の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較し

て少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比

較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

(3) 病院内保育所運営事業 

ア 別表４の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較し

て少ない方の額を交付基礎額とする。 

イ アの交付基礎額に別表５の補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

(４) 看護職員確保定着施設整備事業 

ア 別表６の第１欄に掲げる事業区分別に、第２欄に定める基準額と第３欄に掲げ

る対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比

較して少ない方の額を交付基礎額とする。 

ウ イの交付基礎額に別表８の調整率を乗じて得た額を交付額とする。 

(5) 認定看護師課程派遣助成事業 

 別表９の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して

少ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

(6) 特定行為研修派遣助成事業 

別表10の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して 

少ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

(7) 看護教員養成講習会事業 

ア 別表11の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較し

て少ない方の額を交付基礎額とする。 

イ アの交付基礎額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

(8) 中小病院等看護職員確保支援事業 

別表12の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して 

少ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

( 9 ) 専門看護師課程派遣助成事業 
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別表13の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して少 

ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

(10 ) 実習指導者確保支援事業 

   別表14の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して少 

ない方の額を交付額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によらなければならない。 

２ 規則第３条第１項の知事が定める期日は、別に定めるものとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(1) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方 

 消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別記第２号様式により速やかに知事に

報告しなければならない。 

  なお､補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社､

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。 

  また、知事は、報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(2) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行 

 う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において 

 も、当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

(4) 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の 

 全部又は一部を県に納付させることがある。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後にお 

 いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らな

ければならない。 

(7) 補助事業のうち中小病院等看護職員確保支援事業にあっては、就職支度金の支給を 

受けた看護職員は、採用日から対象施設において２年間継続して看護師等の業務に従

事しなければならない。 

 

（補助事業の変更等に係る承認の申請） 

第８条 規則第８条第１項の申請書は、別記第１号様式によらなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第11条の実績報告書は、別記第３号様式によらなければならない。 
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２ 第１項の実績報告書は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の

３月31日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第10条 補助金の請求書は、別記第４号様式によるものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第11条 知事は､必要があると認めるときは､概算払をすることができる。なお、概算払に

より補助金の交付を受けようとする際の請求書は、別記第５号様式によるものとする。 

 

（検査） 

第12条 知事は、補助金に係る予算の執行の適正を図るため必要があると認めるときは、

補助事業者に対して実地に検査をすることができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成26年12月25日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。 

 この要綱は、平成27年５月１日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成29年４月３日から施行する。 

 この要綱は、平成30年４月２日から施行する。 

 この要綱は、令和元年５月20日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。 

この要綱は、令和２年６月17日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

この要綱は、令和２年11月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年８月18日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

この要綱は、令和８年５月12日から施行し、令和８年度の補助金から適用する。 
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別表１ 

１ 基準額 ２ 対象経費 

 次に掲げる課程ごとの基準額A及び基準額Bの合計額 

 

(1) 助産師養成所 

 ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)及び(ｴ)の合計額に別表２に定め

る調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  8,284,000円 

(ｲ) 総定員が20人を超える養成所において専 

任教員分として定員20人増すごとに  

  1,842,000円 

(ｳ) 事務職員分として１か所当たり 

  536,000円 

(ｴ) 生徒数に１人当たり141,800円を乗じて 

 得た額 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について 

 受講者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施 

 設について受講者１人当たり 

  147,000円 

 

(2) 看護師（３年課程）養成所 

（全日制） 

ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)及び(ｶ)の合計額に別表

２に定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  16,178,000円 

(ｲ) 統合カリキュラム実施施設  

  6,633,000円 

(ｳ) 総定員が120人を超える養成所において専任 

 教員分として定員30人増すごとに  

  1,842,000円 

(ｴ) 事務職員分として１か所当たり 

  536,000円 

 看護師等養成所の運営に必要

な次に掲げる経費 

 

(1) 教員経費 

ア 専任教員給与費 

イ 専任教員人当庁費、需用

費(消耗品費､印刷製本費)､

備品購入費、役務費（通信

運搬費）、福利厚生費 

ウ 添削指導員給与費 

エ 部外講師謝金 

オ 委託料（上記教員経費の

うちア～エに該当するもの

とする。） 

 

(2) 事務職員経費 

ア 専任事務職員給与費 

イ 委託料（上記専任事務職 

 員給与費とする。） 

 

(3) 生徒経費 

ア 事業用教材費 

イ 臨床実習経費（消耗器材 

 に要する経費） 

ウ 委託料（上記生徒経費の 

うちア及びイに該当するも

のとする。） 

 

(4) 実習施設謝金 

ア 報償費（実習施設謝金) 

イ 委託料（上記報償費とす 

 る。） 

 

(5) へき地等の地域における養 

成所に対する重点的支援事業 

実施経費 

ア 実習体制支援経費(賃金､

需用費（燃料費､消耗品費､
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(ｵ) 生徒数に１人当たり15,500円を乗じて得た額 

(ｶ) へき地等の地域における養成所に対する重点 

 的支援事業実施施設１か所当たり  

  1,087,000円 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

（定時制） 

 ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)の合計額に別表２に

定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  12,134,000円 

(ｲ) 総定員が120人を超える養成所において専任 

 教員分として定員30人増すごとに  

  1,381,000円 

(ｳ) 事務職員分として１か所当たり  

  402,000円 

(ｴ) 生徒数に１人当たり15,500円を乗じて得た額 

(ｵ) へき地等の地域における養成所に対する重点 

 的支援事業実施施設１か所当たり   

  1,087,000円 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

 

(3) 看護師（２年課程）養成所 

（全日制） 

ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)の合計額に別表２に

修繕費)､役務費(保険料､手

数料)､備品購入費（単価30

万円未満の備品に限る｡)、

使用料及び賃借料） 

イ 看護職員養成確保促進経

費（旅費、需用費（印刷製

本費、食糧費（会議費）)､

役務費（通信運搬費）、使

用料及び賃借料 

ウ 委託料（上記へき地等の 

地域における養成所に対す

る重点的支援事業実施経費

のうちア及びイに該当する

ものとする。） 

 

(6) 新任看護教員研修事業 

実施経費部外講師謝金、部外

講師旅費､需用費（消耗品費､

印刷製本費、会議費）、役務

費（通信運搬費、雑役務費)､

備品購入費 

 

(7) 看護教員養成講習会参加促 

進事業実施経費（部外謝金、

部外講師旅費、代替教員雇用

経費） 
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定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 13,889,000円 

(ｲ) 総定員が80人を超える養成所において専任教 

 員分として定員30人増すごとに 

  1,842,000円 

(ｳ) 事務職員分として１か所当たり 

  536,000円  

(ｴ) 生徒数に１人当たり17,600円を乗じて得た額 

(ｵ) へき地等の地域における養成所に対す 

 る重点的支援事業実施施設１か所当たり  

  1,004,000円 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

（定時制） 

ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)の合計額に別表２に

定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  10,417,000円 

(ｲ) 総定員が120人を超える養成所におい 

 て専任教員分として定員30人増すごとに  

  1,381,000円 

(ｳ) 事務職員分として１か所当たり  

  402,000円 

(ｴ) 生徒数に１人当たり17,600円を乗じて 

 得た額 

(ｵ) へき地等の地域における養成所に対す 

 る重点的支援事業実施施設１か所当たり  

  1,004,000円 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 
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(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

（通信制） 

ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)の合計額に別表２に

定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  17,081,000円 

(ｲ) 総定員が500人を超える養成所において専任 

 教員分として定員100人増すごとに 

  1,842,000円 

(ｳ) 総定員が500人を超える養成所において添削 

 指導員分として定員100人増すごとに 

  1,595,000円 

(ｴ) 事務職員分として１か所当たり  

  536,000円 

(ｵ) 生徒数に１人当たり3,500円を乗じて得た額 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

 

(4) 准看護師養成所 

ア 基準額Ａ 

 次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)の合計額に別表２に

定める調整率を乗じて得た額 

(ｱ) 養成所１か所当たり 

  8,080,000円 

(ｲ) 総定員が80人を超える養成所において専任教 

 員分として定員30人増すごとに  

  1,842,000円 

(ｳ) 事務職員分として１か所当たり  

  536,000円 

(ｴ) 生徒数に１人当たり13,100円を乗じて得た額 

(ｵ) へき地等の地域における養成所に対する重点 
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 的支援事業実施施設１か所当たり 

  973,000円 

イ 基準額Ｂ 

 次の(ｱ)及び(ｲ)の合計額 

(ｱ) 新任看護教員研修事業実施施設について受講 

 者１人当たり 

  340,000円 

(ｲ) 看護教員養成講習会参加促進事業実施施設に 

ついて受講者１人当たり 

  147,000円 

 

（注１） 生徒数は、当該年度の４月15日現在におけ 

る人員又は学生定員のいずれか少ない方とす 

る。 

（注２） 事務職員は、１学年定員80人以上の養成所 

において、庶務、会計、教務、図書管理等の 

事務に２人以上専任としての位置付けがなさ 

れている場合に限る。 

（注３） へき地等の地域における養成所に対する重 

点的支援事業、看護教員養成講習会参加促進 

事業及び新任看護職員研修事業は「山口県看 

護職員確保対策事業実施要綱」に基づき、実 

施するものとする。 

 

別表２ 

看護師等養成所の定員数 調整率 

 定員181人以上 0.92 

  定員161人以上180人以下 0.94 

  定員121人以上160人以下 1.00 

  定員 81人以上120人以下 1.02 

  定員 80人以下 1.04 

 

別表３ 

１ 基準額 ２ 対象経費 

 次の(1)から(3)により算出された額の合計額とする。 

 

(1) 研修経費 

ア 新人看護職員が１名のとき 

  440,000円 

 ただし、新人保健師研修又は新人助産師研修の

 

 

 新人看護職員研修事業の実施

に必要な研修責任者経費(謝金､

人件費､手当)､報償費､旅費､需

用費（印刷製本費、消耗品費、
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いずれかを含む場合 

 586,000円 

イ 新人看護職員が２名以上のとき 

  630,000円 

 ただし、新人保健師研修又は新人助産師研修の

いずれかを含む場合 

 776,000円 

 新人保健師研修及び新人助産師研修の両方を含

む場合 

 922,000円 

 

(2) 教育担当者経費 

 新人看護職員等５名以上の場合に、５名ごとに  

  215,000円 

（注） 新人看護職員数等の人数は、当該年度の４ 

月末日現在に在職している新人看護職員、新

人保健師及び新人助産師であってそれぞれの

研修に参加する人数とし､上限を70名とする｡ 

 なお、新人看護職員研修、新人保健師研修

又は新人助産師研修の複数の研修を実施する

施設において、複数の研修に参加する者は１

名として計上する。 

 

(3) 医療機関受入研修事業 

ア １名～４名を受け入れる場合、１施設当たり 

  113,000円 

イ ５名～９名を受け入れる場合、１施設当たり 

  226,000円 

ウ 10名～14名を受け入れる場合、１施設当たり 

  566,000円 

エ 15名～19名を受け入れる場合、１施設当たり 

  849,000円 

オ 20名以上受け入れる場合、１施設当たり 

  1,132千円 

カ 受け入れる新人看護職員数が20名を超える場合 

 １名増すごとに 

  45,000円 

 

（注１） 医療機関受入研修事業は複数月で実施す 

ること。 

会議費、図書購入費）、役務費

(通信運搬費､雑役務費)、使用

料及び賃借料、備品購入費、賃

金（外部の研修参加に伴う代替

職員経費） 

 

 

 

 

 

 

 新人看護職員研修事業の実施

に必要な教育担当者経費(謝金､

人件費、手当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療機関受入研修事業の実施

に必要な教育担当者経費(謝金､

人件費、手当）、需用費（消耗

品費、印刷製本費、会議費、図

書購入費）、役務費（通信運搬

費、雑役務費）、使用料及び賃

借料、備品購入費 
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（注２） 医療機関受入研修事業における受入人数 

については、１人当たり年間40時間で１人

とし、上限は30人とする。 

 なお、１人40時間に満たない場合は、複

数人で40時間となれば１人とする。 

 

別表４ 

１ 基準額 ２ 対象経費 

各病院内保育施設につき、(1)により算定した基本額

より別添１に定める保育料収入相当額を控除した額に

病院内保育施設の運営に係る設置者の負担能力指数に

よる調整率を乗じて得た額と(2)により算定した加算額

の合計額とする。 

なお、病児等保育及び緊急一時保育の実施に係る基

準については、別に定めるものとする。 

 

(1) 基本額 

ア Ａ型特例 

  １人×180,800円×運営月数 

イ Ａ型 

  ２人×180,800円×運営月数 

ウ Ｂ型 

  ４人×180,800円×運営月数 

エ Ｂ型特例 

  ６人×180,800円×運営月額 

 

(2) 加算額 

ア 24時間保育を行っている施設 

  23,410円／日×運営日数 

イ 病児等保育を行っている施設 

  187,560円／月×運営月数 

ウ 緊急一時保育を行っている施設 

  20,720円／日×運営日数 

エ 児童保育を行っている施設 

  10,670円／日×運営日数 

オ 休日保育を行っている施設 

  11,630円／日×運営日数 

 なお、休日とは、日曜日、祝日並びに12月29日 

から翌年１月３日をいう。 

 病院内保育所の運営に必要な

次に掲げる経費 

 

(1) 保育士等の給与費（常勤職 

 員給与費､非常勤職員給与費､ 

 法定福利費等） 

 

(2) 委託料（上記(1)に該当する 

 もの。） 
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カ 共同利用保育を行っている施設 

 10,670円／日×運営日数 

 

別表５ 

実施主体 補助率 

公的団体 ２分の１ 

民間事業者 ３分の２ 

 

別表６ 

１ 事業区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 

(1) 看護師等 

養成所施設

整備事業 

 次に掲げる基準面積に別表７に定める単価を乗じ

た額とする。 

 基準面積 

(1) 新築の場合 

ア 保健師､助産師､看護師の学校又は養成所 

 学生定員×20㎡（ただし、２年課程（通信

制）は３㎡とする。） 

イ 准看護師の学校又は養成所 

 学生定員×17㎡ 

(2) 増築の場合 

 新築の場合に準じて算定した面積。ただし、

既存面積と増築面積との合計面積は、上記(1)の

例により算定した場合の面積を超えることはで

きない。 

(3) 改築（移改築及び模様替えを含む。）の場合 

 当該施設の既存面積。ただし、上記(1)の例に

より算定した場合の面積を超えることはできな

い。 

(4) 男子学生の受入れに必要な更衣室等を整備す 

る場合は、上記(2)又は(3)により算定した面積に

16.2㎡を限度として加算した面積。 

 学校又は養成所

(寄宿舎を含む。)

の新築及び増改築

に要する工事費又

は工事請負費 

(2) 看護師勤 

務環境改善

施設整備事

業 

 次に掲げる基準面積に別表７に定める単価を乗じ

た額の合算額とする。 

 基準面積  

 １看護単位につき50㎡。ただし、ナースコールを

更新付設する場合は１㎡当たり114,200円を加算す

る。 

 看護職員が働き

やすく離職防止に

つながる次の部門

の新築、増改築及

び改修に要する工

事費又は工事請負

費 

 看護師詰め所、

処置室、症例等検

討会議室 等 
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(3) 病院内保 

育所施設整

備事業 

 次に掲げる基準面積に別表７に定める単価を乗じ 

た額とする。 

 基準面積 

 収容定員(ただし、30人を限度とする。)×５㎡ 

 病院内保育所の

新築､増改築､及び

改修に要する工事

費又は工事請負費 

( 4 ) 看護師寄

宿舎施設整

備事業 

 次に掲げる基準面積に別表７に定める単価を乗じ 

た額とする。 

 基準面積 

 看護師１人当たり33㎡ 

 病院の看護師宿

舎の個室整備に伴

う新築、増改築、

改修に要する工事

費又は工事請負費

（バルコニー、廊

下、階段等共通部

門を含む。） 

(注１) 過去に同一事業について補助を受け、現に使用しているときは、基準面積（基 

準面積が定められていないときは基準額とする。以下この項において同じ。）か

ら当該補助の際の基準面積を差し引いた面積を基準面積とする。 

(注２) 建築面積が基準面積を下回るときは、当該建築面積を基準面積とする。 

 

別表７ 

事業区分 構造別 １㎡あたり単価 

(1) 看護師等養成所施設整備事業 

鉄筋コンクリート 123,100円 

ブロック 106,800円 

木造 123,100円 

(2) 看護師勤務環境改善施設整備事業 

鉄筋コンクリート 151,900円 

ブロック 132,600円 

木造 151,900円 

(3) 病院内保育所施設整備事業 

鉄筋コンクリート 140,900円 

ブロック 123,400円 

木造 140,900円 

(4) 看護師寄宿舎施設整備事業 

鉄筋コンクリート 169,500円 

ブロック 148,100円 

木造 169,500円 

(注) １㎡あたり単価は、新築及び増改築事業における基準額算定の限度となる単価で

あり、建築単価が基準単価を下回るときは、当該建築単価を基準単価とする。 

 

別表８ 

事業区分 調整率 

(1) 看護師等養成所施設整備事業 0.50 

(2) 看護師勤務環境改善施設整備事業 

(3) 病院内保育所施設整備事業 

(4) 看護師寄宿舎施設整備事業 

0.33 
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別表９ 

１ 基準額 ２ 対象経費 

派遣した看護職員１人当たり

700,000円 

病院等及び指定訪問看護事業を行う事業所が負担する

受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検

定料は含まない。 

 

別表10 

１ 基準額 ２ 対象経費 

派遣した看護職員１人当たり

700,000円 

病院等及び指定訪問看護事業を行う事業所が負担する

受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検

定料は含まない。 

 

別表11 

１ 基準額 ２ 対象経費 

派遣した看護職員１人当たり 

442,000円 

 

ただし、複数年度にわたり受講

する場合、補助基準額の

442,000円から過去に補助を受

けた交付基礎額を差し引いた額

を当該年度の補助基準額とす 

る。 

看護師等養成所が負担する受講料（入学金、編入料、

授業料、履修登録料、教育充実費、スクーリング受講

料等）。ただし、入学検定料、テキスト代、実習時の

保険金、旅費・宿泊費等は含まない。 

 

別表12 

１ 基準額 ２ 対象経費 

採用した看護職員１人当たり 

400,000円 

中小病院及び指定訪問看護事業を行う事業所が支給す

る就職支度金 

 

別表13 

１ 基準額 ２ 対象経費 

派遣した看護職員１人当たり 

800,000円 

病院等及び指定訪問看護事業を行う事業所が負担する

受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検

定料は含まない。 

 

別表14 

１ 基準額 ２ 対象経費 

(1) ２課程を受け入れる場 

合、１病院当たり100,000円 

県内の看護師等養成所における複数課程の小児看護 

学、母性看護学及び精神看護学実習を受け入れるため



- 17 - 

(2) ３課程を受け入れる場 

合、１病院当たり200,000円 

(3) ４課程を受け入れる場 

合、１病院当たり300,000円 

(4) ５課程以上を受け入れる

場合、１病院当たり400,000円 

の、実習指導者を配置するために要する人件費 
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（別添１）保育料収入相当額及び負担能力指数による調整率の算出方法 

 

１ 保育料収入相当額は、24,000円に保育月数を乗じた金額の合計額とする。 

また、保育料収入相当額の算出にあたっては、対象となる上限の人数は表１のとおり

である。 

  （表１）上限人数 

種 別 保育児童 

Ａ型特例 １人 

Ａ  型 ４人 

Ｂ  型 10人 

Ｂ型特例 18人 

２ 負担能力指数とは、補助を受けようとする年度の前々年度の病院決算における当期余

剰金を、補助を受けようとする年度の病院内保育所運営費に係る設置者負担額（山口県

看護職員確保対策事業費補助金交付前の額）で除した数値とする。ただし、病院内保育

施設運営費は、病院内保育施設運営費支出予定額と以下に定める標準経費とを比較して

少ない方の額とする。 

 標準経費＝保育士等の数×標準人件費＋その他の経費 

(1) 保育士等の数は当該年度の４月１日(土曜日又は休日の場合は直後の平日とする。) 

現在の病院内保育施設利用職員の児童数を、以下に定める病院内保育施設に係る標準 

経費の算出に用いる保育士等の数で除して得た数値(小数点第２位を四捨五入する。) 

とする。ただし、算出された保育士等の数がＡ型特例及びＡ型にあっては２人、Ｂ型 

にあっては４人、Ｂ型特例にあっては10人を下回る場合は、当該病院内保育施設の保 

育士等の数は、Ａ型特例及びＡ型２人、Ｂ型４人、Ｂ型特例10人とする。 

(2) その他の経費は、病院内保育施設運営費支出予定額から保育士等の職員の人件費を 

除いた経費のうちの都道府県が認めた額とする。ただし、借入金の返済、土地購入費 

等の資本取引に係る経費及び保育士等の職員の給食費等病院内保育施設の運営費以外 

の費用は認めないものとする。 

(3) 標準人件費は、以下に定める病院内保育施設に係る標準経費の算出に用いる標準人 

件費とする。 

ア 病院内保育施設に係る標準経費の算出に用いる保育士等の数算出基準児童数 

  2.6人 

イ 病院内保育施設に係る標準経費の算出に用いる標準人件費 年額3,186,000円 

３ 負担能力指数による調整率は、以下の表のとおりとする。ただし、病院内保育施設設

置後３か年を経過していない施設にあっては適用しない。 

負担能力指数 調整率 

５未満 1.0 

５以上20未満 0.8 

20以上 0.6 


